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令和８年第１回鉾田市議会定例会 提出議案 

 

議案第１号 令和８年度鉾田市一般会計予算 ······························· 財政課 

議案第２号 令和８年度鉾田市国民健康保険特別会計予算 ··············· 保険年金課 

議案第３号 令和８年度鉾田市後期高齢者医療特別会計予算 ············· 保険年金課 

議案第４号 令和８年度鉾田市介護保険特別会計予算 ··················· 介護保険課 

議案第５号 令和８年度鉾田市水道事業会計予算 ··························· 水道課 

議案第６号 令和８年度鉾田市下水道事業会計予算 ······················· 下水道課 

議案第７号 鉾田市犯罪被害者等支援条例の制定について ··············· 危機管理課 

本案は，犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり，犯罪被害者等の支援に関し基本理念

を定めるとともに，支援の基本となる事項を定め，施策を総合的に推進するため，鉾田

市犯罪被害者等支援条例の制定について，地方自治法の規定により，議会の議決を求め

るもの。 

議案第８号 鉾田市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定に

ついて 

 ····················································· 子ども家庭課 

本案は，子ども・子育て支援法の一部改正に伴い，市町村が実施する給付制度とし

て，乳児等のための支援給付が創設されることから，当該給付に係る特定乳児等通園支

援事業の運営に関する基準について定めるため，鉾田市特定乳児等通園支援事業の運営

に関する基準を定める条例の制定について，地方自治法の規定により，議会の議決を求

めるもの。 

議案第９号 鉾田市部等設置条例の一部改正について ······················· 総務課 

本案は，市民部を新設し，総務部所管の住民戸籍及び税務に関する機能並びに福祉保

険を含めた総合窓口となる両市民センターを移管し，事務の高度化に適切に対応できる

体制を構築するとともに，総務部に人事課を新たに設置し，総務部の機能を人事，組織

管理及び防災に集中させる行政組織改編に係る所要の改正について，地方自治法の規定

により，議会の議決を求めるもの。 
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議案第 10号 鉾田市行政手続条例の一部改正について ······················· 総務課 

本案は，行政手続法の一部改正に伴い，不利益処分の名宛人の所在が判明しない場合に

行う公示送達の方法について改正があったことから，本市においても当該改正に準拠した

内容に改める所要の改正について，地方自治法の規定により，議会の議決を求めるもの。 

議案第 11号 鉾田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について 

 ··························································· 総務課 

本案は，現行の条例に規定されている市長が各任命権者から報告を受けて公表すべき事

項が，地方公務員法において示された事項と整合性がないことから，公表すべき事項を改

める所要の改正について，地方自治法の規定により，議会の議決を求めるもの。 

議案第 12号 鉾田市手数料徴収条例の一部改正について ····················· 税務課 

本案は，地方公共団体情報システムの標準化に関する法律が施行され，国が示す標準様

式に適合したシステムへ移行することに伴い，固定資産に関する新たな証明書が追加され

ることから，手数料を徴収する事項を改める所要の改正について，地方自治法の規定によ

り，議会の議決を求めるもの。 

議案第 13号 鉾田市介護保険条例の一部改正について ··················· 介護保険課 

本案は，所得税法の改正による給与所得控除の最低保障額の引き上げの影響を回避する

ため，介護保険法施行令が改正されたことから，介護保険料の算定基準となる所得の額の

算出方法等について，令和７年度税制改正前と同様にする特例を追加する所要の改正につ

いて，地方自治法の規定により，議会の議決を求めるもの。 

議案第 14号 鉾田市国民健康保険税条例の一部改正について ············· 保険年金課 

本案は，子ども・子育て支援法の一部改正による「子ども・子育て支援金制度」の創設

に伴い，令和８年４月分以降の国民健康保険税について，新たに「子ども・子育て支援納

付金分」が加わることにより，同納付金に係る所得割額等の算定基準等を定める所要の改

正について，地方自治法の規定により，議会の議決を求めるもの。 

議案第 15号 鉾田市医療福祉費支給に関する条例の一部改正について ····· 保険年金課 

本案は，令和７年度税制改正において特定親族特別控除が新設されたことに伴い，県医

療福祉対策要綱等が改正されたことから，特定親族特別控除に相当する額を控除して支給

判定する所要の改正について，地方自治法の規定により，議会の議決を求めるもの。 
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議案第 16号 鉾田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部改正について 

 ····················································· 子ども家庭課 

本案は，乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準及び児童福祉法の一部改正に

伴い，設備及び職員の基準の特例に関する規定等が改正されたことから，設備及び職員の

基準の特例に関する規定の追加や文言の整理等，所要の改正について，地方自治法の規定

により，議会の議決を求めるもの。 

議案第 17号 鉾田市立学校設置条例の一部改正について ················· 教育総務課 

本案は，鉾田市立旭小学校の開校に伴い，旭東小学校，旭南小学校，旭西小学校，旭北

小学校４校を廃止する改正を行うため，地方自治法の規定により，議会の議決を求めるも

の。 

議案第 18号 鉾田市敬老祝金条例の廃止について ······················· 介護保険課 

本案は，高齢化社会の進展と平均寿命の延伸に伴い，高齢者を取り巻く環境は大きく変

化しており，制度の弾力的な運用を図る必要があることから，鉾田市敬老祝金条例の廃止

について，地方自治法の規定により，議会の議決を求めるもの。 

議案第 19号 損害賠償の額の決定及び和解について ···· 新庁舎･公共施設等整備推進課 

本案は，鉾田市新庁舎・公共施設等整備基本計画策定及び発注支援業務に係る委託契

約について，鉾田市の申出により契約を解約するにあたり，和解を成立させ損害賠償の

額を決定するため，地方自治法の規定により，議会の議決を求めるもの。 

議案第 20号 令和７年度鉾田市一般会計補正予算（第１４号） ··············· 財政課 

  本案は，歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 4億 8,820万 4千円を減額し，総

額 288億 4,636万 1千円に定めるほか，継続費について旭中学校区統合小学校整備事業

を変更し，繰越明許費についてＤＸ推進事業外 9事業を追加，新庁舎・公共施設等整備

事業を廃止し，債務負担行為について放課後児童クラブ運営業務委託外 4件を変更し，

地方債について市道整備事業債外 2件を変更するもの。 

  補正の主な内容は，公定価格引き上げに伴う民間保育所運営委託料，生活保護費等の

過年度分精算に伴う国庫支出金等返還金，人事院勧告による給与改定に伴う鹿行広域消

防負担金，国の補正予算で創設された地域未来交付金を活用した避難所用備品購入費，

普通交付税の追加交付に伴う減債基金積立金などを増額し，新庁舎・公共施設等整備事

業，低所得者支援及び定額減税不足額給付金事業（地方創生臨時交付金事業），鉾田・

大洗広域事務組合負担金事業，道路新設改良事業，旭中学校区統合小学校整備事業など

を事業実績等に基づき減額するもので，歳入面で，市税，地方交付税等を増額し，繰入

金，諸収入，市債等を減額して収支の均衡を図るもの。 
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議案第 21号 令和７年度鉾田市介護保険特別会計補正予算（第３号） ····· 介護保険課 

  本案は，介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 150万 6千

円を追加し，総額 1,813万 1千円に定めるもの。 

補正の内容は，介護予防支援事業における介護予防プラン作成委託料を増額するもの

で，歳入面で，サービス収入を増額して収支の均衡を図るもの。 

議案第 22号 令和７年度鉾田市水道事業会計補正予算（第２号） ············· 水道課 

  本案は，資本的収入の既決の予定額から 142万円を減額し，総額 4億 7,584万 3千円

に，資本的支出の既決の予定額から 3,113万 4千円を減額し，総額 8億 7,827万円に定

めるもの。 

  補正の内容は，資本的支出では施設整備費を減額するもので，資本的収入において，

国庫補助金を増額し，企業債を減額するもの。 

議案第 23号 令和７年度鉾田市下水道事業会計補正予算（第１号） ········· 下水道課 

  本案は，収益的支出について支出間の補正を行うとともに，資本的収入及び支出の既

決の予定額から 640万円を減額し，資本的収入を総額 3億 6,089万 2千円に，資本的支

出を総額 5億 2,812万 4千円にそれぞれ定めるもの。 

  補正の内容は，収益的支出では処理場費及び総係費を減額し，資産減耗費を増額する

もの。資本的支出では基金積立金を増額し，管きょ建設改良費を減額するもので，資本

的収入において，他会計出資金を減額するもの。 

議案第 24号 鉾田市公の施設の指定管理者の指定について ··············· 健康増進課 

本案は，鉾田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき，

「鉾田市ほっとパーク鉾田」及び「鉾田市とっぷ・さんて大洋」の指定管理者の候補者

を選定したため，地方自治法の規定により，指定管理者を指定することについて，議会

の議決を求めるもの。 

議案第 25号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について ··········· 財政課 

本案は，辺地に係る公共的施設の総合計画を策定することについて，辺地に係る公共

的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の規定により，議会の議決

を求めるもの。 

議案第 26号 鉾田市まちづくり計画の変更について ····················· 政策秘書課 

本案は，東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の改正によ

り，新市建設計画に基づく地方債（合併特例債）の発行期間の更なる延長が可能となっ

たことに伴い，鉾田市まちづくり計画の計画期間を延長するとともに，計画を一部変更

するため，市町村の合併の特例に関する法律の規定により，議会の議決を求めるもの。 
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議案第 27号 人権擁護委員の推薦について ····························· 社会福祉課 

議案第 28号 人権擁護委員の推薦について ····························· 社会福祉課 

議案第 27号及び議案第 28号は，人権擁護委員の任期満了に伴い，人権擁護委員の推

薦をしたいので，人権擁護委員法の規定により，議会の意見を求めるもの。 


